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は じめに

1797年 、英国はフランス との戦争の混乱の中、 イングラン ド銀行 に正貨交換の停止 を

認めた。当時、英国政府は戦争の遂行や同盟国への送金のための 巨額の資金 をイングラ

ン ド銀行 か ら借 り入れていた。加 えて、小麦の凶作 のために輸入が大幅に増加 して、国

際収支 は大 きく撹乱 され、物価が騰貴す るとともに、金の市場価格がf造 価格 を上回っ

ていった。正貨交換停止の期 間中、 イングラン ド銀行券 と地方銀行券の発行高は増大 し

ていたが、1808年 、イベ リア半 島戦争 を契機 に南米諸国がスペ インか ら独 立す ると、こ

の市場 向けの貿易 をめ ぐって投機が拡大 した。1809年 に入 ると、金の市場価格 の騰貴、

外国為替相場の下落、物価の上昇な どがにわかに進み、これ を受 けて通貨論争が始 まる

ことになる。1810年 、下院 に設け られた特別委員会すなわち地金委員会 はいわゆる 『地
くユラ

金報告』 をまとめ、物価 と地金価格の上昇お よび為替相場の下落 をもた らした原 因がイ

ングラン ド銀行の過剰発行にあることをおおむね リカー ドの主張に沿った形 で示 し、正

貨免換の早期再開 を提言 した。報告書の内容 の実行 を求め る提案 は、政治的影響へ配慮

す る議会 によって否決 されたものの、通貨の価値 と金の市場価格や外 国為替 との関連が

明確 にされ、金 を本位 とす る通貨制度に対す る信念が広 く社会的に強化 されることとな

った。

ナポレオン戦争終結後の1821年 にようや く正貨交換の再 開が果 たされ るこ とになった

が、 もちろん、 それによって通貨問題 が解決 されたわけではな く、英国は1825年 を皮切

りに、36年 、39年 と周期的に激 しい金融恐慌 に見舞われることになる。 こうした過程で、

イングラン ド銀行 は中央銀行 としての役割 と責任 を自覚 し始め、英国の金融制度 と金融

政策 は大 きく変貌 を遂 げてい く。 のちに通貨学派 と銀行 学派 との間で行 われたいわゆる

通貨論争 はこれ を大 きく促進す るこ とになった。

本稿 では、 リカー ドとともにいわゆるこの地金論争 に最初か ら地金派 として深 くコ ミ

ッ トし、金交換再開後の金融恐慌に考察 を加 えたロバー ト・マ シェッ ト(Mushet,Robert
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1782-1828)を 取 り上 げ る。 彼 は、純粋 金属 流通 を理想 とす るの ちの通 貨原理 につ なが る

理 論 を唱 え なが ら も、他 方 で、 銀行 学派 と相対 的 に親 近性 を有す るフ リー バ ンキ ングの

主張 を も展 開す るよ うにな る。 こ うした二 面性 に注 目 しなが ら、 彼 の理 論 に見 られ る特

徴 につ いて若干 の考 察 を加 え るこ とにす る。

マ シェ ッ トは、王 立造幣 局 の上級 官吏 を務 め、地 金論 争以後 に おいて も、1819年 の正

貨 交換 の再 開 につ いて の両院 の委貝 会 で証 言 をす るな ど、19世 紀初 頭 の イギ リス におけ

る通貨論 争 に少 なか らず関与 してい る。 また、彼 は、 リカー ド、 トゥ ックな ど とともに

「経 済学 クラブ(PoliticalEconomyClub)」 創立 以来 の メ ンバー で あ り、 その会合 で も
　

通貨問題 を中心にテーマに取 り上げて幾度か報告 をしている。ここでは1810年 の 『銀行

制限法が国民通貨 と為替 レー トに及ぼす影響についての研究:地 金高騰の原因の説明、
ゆ

および全 国の鋳貨を一様かつ完全 な状態に維持する計画』 と、1826年 の 『イングラン ド

銀行の発券が、同行 自身の利益、公信用、および地方銀行に及ぼす影響 につ いての実証
くの

的説明』の2つ の論考 を取 り上げる。 なお、彼はこの他 に、この時期における金貨 と紙

幣の価値の偏差の推移 につ いての優れた資料 とされている 『1800年か ら1821年 までの通
(5)

貨価値 の変動による公債所有者の利得 と損失についての一一覧表』 を著 している。

1.地 金論 争 とマ シ ェ ッ ト

地金論 争 は、1809年 の リカー ドに よ る 『モー ニ ング ・クロニ クル』へ の3つ の寄稿 論

文 に よ って本格 的 に開始 された。 この論 争 では、地 金 派が理論 的 見地か ら報告 書 の立場

を擁護 したの に対 して、反地 金 派は実 際的 見地か ら理 論 と現 実 の不一致 を突 く形 で これ

に反対 し、 イン グラン ド銀行 を擁 護 した。1810年 の夏 に報告 書 が公 に され るに及 んで、

論争 は さ らな る広が りを見せ た。 リカー ドとボ ウズ ンキ ト(Bosanquet,Charles1769-

1850)と の間 で繰 り広 げ られ た論 争 は この 中で重要 な位 置 を 占めて い る。 ボ ウズ ンキ ト
くの

は同年11月 に 『地金委貝会報告書に対す る実際的観察』 を出版 して報告書の主張 と提案

に反論 し、これに対 して、 リカー ドは詳細な反論書 『ボウズンキ ト氏の地金委貝会報告
(7)

書に対す る実際的観察への回答』で もって応えた。

マシェ ットの 『銀行制限法が国民通貨 と為替 レー トに及ぼす影響についての研究』は、

この両者の論争や 『地金報告』 に先立って出版 され、 リカー ドの主張を支持す るととも
ゆ

に、金の市場価格や為替 レー トなどのデー タの素材を提供す ることによって、論争の形

態に影響 を与 え、 その道筋 をつけることとなった。 とくに、詳細 なデー タをもとに銀行

制限法の以前 と以後の通貨の状 態を実証的に比較 したことは、通貨の減価 を証明す るに

当たって有力な手がか りを与えた と言えよう。

マ シェッ トが このパ ンフレッ トで展開 している、通貨の価値 と金の市場価格や外国為

替 との関係についての理論や銀行制限法の廃止の主張などは、リカー ドの『モーニング・
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(s)

クロニ クル』への寄稿論文やパンフレッ ト 『地金の高い価格、銀行券の減価の証拠』の

内容 と基本的に一致 してお り、とくに 目新 しい点はない。第12章 ではこれ らの主張が「原
UO)

則の要約」 として定式化 されてお り、そ こには3つ の タイプの通貨制度が比較 され、純

粋 な金属流通 を理想的 とする見方が明確 に示 されている。すなわち、純粋 な金属流通の

場合、為替 レー トは貴金属 の移送費用 を超 えるこ とも、金の市場価格 も鋳造価格 を超 え

るこ ともあ りえないこと。通貨が貴金属 と党換紙幣か らなっている場合、為替 レー トが

移送費用 を超 えて も、 また金の市場価格 が鋳造価格 を超えて も、それ らは一時的な現象

で 自己調整 され るこ と。そ して通貨が貴金属 と不換紙幣か らなっている場合、為替 レー

トの移送費用の超過 と、金の市場価格の鋳造価格の超過 には限界が な く永久的 とな りう

ること、 また、その大 きさは銀行券の減価す なわち銀行券流通量 と、それ を発行す るイ

ングラン ド銀行 の裁量に依存す るとい うことである。 この定式化には、いわゆる通貨原

理 の中心的な内容が明 らかに反映 されてお り、彼が通貨学派 と見なされる理由の一つが

ここにある と言 える。

しか し、 ここでは、イングラン ド銀行 と地方銀行 との関係についての論点に着 目した

い。マ シェッ トは、一方では、 イングラン ド銀行の過剰発行が地方に及ぼす作用につい

て、価格変動 によって説明 している。 まず、 ロン ドン地域の価格上昇が もた らされ、そ

れによって生 じた地方 との間の価格体系の差異が商品の移動 を引き起 こして、全 国的な
く　ラ

価格体系が最終的に調整 されてい くとい うのである。 また、 こうした説明の仕方は、国

際間の貨幣量 と価格の変化 の調整 について も適用 され、外 国為替の決済を通 じた変動の
く　

プ ロセスが説明されている。 しか し、彼はこ うした抽象的で通貨主義的な説明 をす る一

方1正 貨交換が停止 されている下 で、国内における経済的変動が イングラン ド銀行 と地

方銀行の構造的関係お よびそれ らの通貨調整のプロセスを通 して、 どのよ うに全 国に波

及 してい くか を説明 しようとしている。

この場合、イングラン ド銀行 と地方銀行 はいずれ も利潤動機 に基づいて行動 し、銀行

券に よる貸付 が もた らす利益 を追求 して貨幣需要 をつねに満 たそ うとする。 しか し、こ

こで、正貨交換が停止 されて以来、 イングラン ド銀行の発券には制 限が加 えられていな

いが、地方銀行 はイングラン ド銀行券で支払 ってお り、同行券 での支払義務 は正貨での

支払義務 と同 じような仕方で、地方銀行 の発券に作用する として次のように述べ る。「イ

ングラン ド銀行が銀行券 を減 らしてい るのに、地方銀行が銀行券量 を減 らさなければ、

地方銀行相互の絶 えず存在する競争に よって引 き起 こされる不 自由や取 り付けの危険に

陥 りかねない。 これ らの地方銀行が、必要にこたえるだけのイングラン ド銀行券 を保有
(13)

しなければ、支払 いを停 止せ ざるをえない。この危機 を避け るのは彼 らの利益 である」。

したが って、地方銀行が過剰発行 を引 き起 こすに して も、イングラン ド銀行 によって許

容 される範囲内であ るか、それらに課せ られた必要に迫 られてであ るにす ぎない。反対
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に イングラン ド銀行が過剰発行 を引き起 こした場合は、それに応 じた地方銀行券の需要

を生み出 し、発行量 を縮小す ると多数 の地方銀行 は信用 を支 える手段 を奪われて破綻 を

強い られる。 ここか ら、マ シェッ トは、地方銀行 をイングラン ド銀行の作用か ら切 り離

し、よ り安全 な状態に保つ とともに、イングラン ド銀行には正貨交換の義務 を課するこ

とが不可欠であるとい う主張を導 き出 している。

ここで注 目され るのは、 イングラン ド銀行 と地方銀行では異なった調整原理が作用 し、

とくに地方銀行間では 「競争」 を通 じて通貨の過剰発行に対 し抑制的な調整作用が働 く

とされていることと、地方銀行がイングラン ド銀行に対 して不安定で従属的な関係の下

に置かれていると見なされている点である。 とくに前者はフ リーバンキングの主張の基

本的 な要素 をなす もの と言える。

ところで、 リカー ドの通貨問題に関す る論稿やパ ンフレッ トに時論的性格が強いのに

対 して、マ シェッ トはよ り一般論的な記述を してお り、歴史的、思想的な論点について

言及 をす るな ど、地金論争の社会的 ・思想的背景 をうかがわせ る ところがあ る。ここで

は、 この点について通貨原理 とフ リーバ ンキングにかかわ りをもつ点 を中心にい くつか

触れてお くことにす る。

まず、商品貨幣説の立場か ら、金属通貨のみ を貨幣 と定義 している という点である。

貴金属 は他 の商品 と同 じく需要によって価値が決定 され る商品であ り、鋳貨 も交換の便

宜 のために便利な形状 を した地金にす ぎず、刻 印それ 自体 は商品 としての貴金属 の本質

には何 らの変化 も生 まない と述べている。他方、銀行券については、表示 された価値 を

有す るもので支払われないの ならば、固有の価値 をもたない銀行券で支払 うこ となどあ

りえない として、 それは貨幣ではな く、ある量の鋳 貨や商品で支払 う発行者の債務にす
it4)

ぎない と して違 い を強調 してい る。 こ うした貨幣 につ いての 見方 は、政 府 の権 威 に よっ

て流通 させ られ る紙幣 へ の不 信 につ なが るこ とは容 易 に理解 で きる。 それ は、 エ ドモ ン

ド ・バー クの 貨幣 につ いての 言及 を引用 してい るこ とに端 的 に表 れ てい る。 す な わ ち、

「強制 的紙 幣」 は真 実 の価値 を もたな い 「擬制 に よ る通 貨
」に ほか な らず 、 「信 用 ・財 産 ・

自由 に対 す る激 しい侮 辱」であ り、 「豊 富 の でな く欠乏 の代 表 で あ り、信 用 の でな く権 力
　ラ

の産物 」 に ほか な らな い とい うの もの であ る。 他 方、 免換 紙幣 に つ いて は 「権 力」 に基

づ くもの で は な く、現 金 に交換 し うる とい う 「選 択」 に基づ い た もの だ として 、 こ う し

た紙幣 と区別 してい る。

Us)

次は、貨幣の減価の弊害を契約上 の不公正か ら説明 してい るとい う点である。物価の

上昇は、その時の食料価格 に比例 して報酬 を受け取る労働者に比べ、年金受給者など固

定収入に依存 してい る階層に不利であること、 また、食料価格の高騰は貧困な階層によ

り重い負担をかけるこ とを指摘 している。 これは、 リカー ドの強調点 と基本的に同 じで

ある。 しか し、他方では、正貨交換を再開す るに当たって通貨の縮小 がもたらす影響、
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すなわち割引などを通 じた信用の縮小に よる商業上の不便につ いて配慮 して、その弊害

は一時的な困難にす ぎず正貨交換停 止の継続 を正当化す るものではない としつつ も、そ

の操作 は徐々になされるべ きであるとしている。

また、利子率 については、 ここでは、 ヒュームや アダム ・ス ミスを援用 して、利子率

は資本の利潤率 によって調整 され、通貨の流通量や イングラン ド銀行 による金融政策 の
(1の

か らは独立 した ものであ るとい う主張が一般的な形でなされている。

もう一つの特徴は、金貨 と銀貨の改鋳 の原理 と計画案 について詳 しく展開 している点

であ り、これは造幣局の官吏であった彼 自身の立場 を反映 しているのみならず、 同時に
(I8)

金属流通の拡大 を支持する立場 ともかかわっている。 この点についての彼の主張を要約

す ると次のようになる。金貨を価値尺度 として、それには規定量の標準金が含 まれ るべ

きであるこ と、 これによって金の鋳造価格は、鋳造費用分 だけ市場価格 を上回 り、溶解

は防止 され金貨の流通は維持 される。金貨 を完全 な状態に保つため、重量が不 足す るも

のは造幣局に回収 され、改鋳 されるべ きであ り、そのために、造幣局 に摩耗 した鋳貨 を

交換す る部局 を設けるこ と。 また、造幣局は、外 国通貨 との両替の機能 も果たすべ きで

あ り、それへの課税は、鋳貨 を金 匠へ預託す る際の費用 を超 えてはならない。 このほか、

銀貨の鋳造についても詳細な議論 を行 っている。

以上 で見てきたように、マ シェッ トは地金論争の過程で、純粋金属流通 を理想的な通

貨制度 とす る確信 を強め、正貨交換 を再開 してイングラン ド銀行 の過剰発行 を抑制す る

こ とを主張 した。 しか し、同時に、英国に形成 されつつあった銀行制度 と金融秩序の階

層的構造に注 目していたことも指摘 されねば ならない。こ うした見方は、正貨交換の再

開、およびそれ とともに出現 した新 しい通貨の状況の中で、彼の理論において、一方で

は通貨原理の継承 と他方でフ リーバンキングの主張の展開 という二面的性格 を生み出す

素地 を提供 した と考 えられるか らである。

2.正 貨交換再 開以後 のマ シェ ッ トの主張 通 貨原理 とフ リーバ ンキ ング

1821年 の正貨交換が再開 されたのち、1825年 の後半か ら南米への投機が激 しくな り、

それを契機 として金融恐慌 が発生 して、1826年 にかけて多数の地方銀行 が破産す るに至

った。マシェ ッ トのパンフレッ ト 『イングラン ド銀行 の発券が、同行 自身の利益、公信

用、お よび地方銀行 に及ぼす影響 についての実証的説明』 はこうした時期 に執筆 された。

彼 の分析は、1815年 か ら25年 にかけての通貨の状態、すなわち通貨の収縮 と拡張、お よ

びそれによって生 じた信用や交易の混乱、投機や価格変動 といった経済的混乱に向け ら

れている。 それは、彼 にとっては、かつて1810年 のパ ンフレッ トの中で彼 自身が金属通

貨 と免換銀行券 の混合流通が内包す ると考 えた一時的 な撹乱の現象 にほか ならない

しか し、 ここでは、混合流通が内包す る撹乱の原因は、先のパ ンフレッ トで考 えられ
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ていたイングラン ド銀行の利潤動機 に基づ く行動のみならず、同行の独 占、お よびそれ

と結びつ いた同行 と国家財政 との結合、すなわち同行による政府への直接的な貸付や大
ps)

蔵省証券 などの公債購入に も求められている。これ らを原因 として同行の過剰発行 が引

き起 こされ、その金準備 を脅かすまで進行 し、その時点で通貨発行は急激に引 き締めら

れ、その結果、通貨流通の変動、信用の破壊や消費の減退、価格や生産の変動に至 ると

いうのである。

マシェッ トはこうした観点に立って、 イングラン ド銀行 と国家財政の分離 を主 な内容
(za)

とす る通 貨 改革 案 を提案 して い る。 それ は、 政府 が イン グラ ン ド銀 行 を通 じず に貨幣 を

調達 で き るよ うに 「国庫 銀行 会社(ExchequerandTreasuryBankingHouse)」 を設

立 す る こ とを骨 子 と して い る。 大蔵 省が 自 らの勘 定 を設 け、 この機 関 に所属 す る 「国庫

銀行 家(ExchequerandTreasuryBankers)」 の 自己勘 定 に よ る大蔵 省証 券 な どの公

債 の売 却 を通 じ、 市場 か らそ の時 々の利 子率 で資金 を調達 で きる よ うに して、政 府 の 出

費 を削 減す る と ともに、政 府 とイン グ ラン ド銀行 との密接 な関係 を断 と うとい うわけ で

あ る。 もち ろん、財 政支 出 と通 貨発行 とを切 り離 した として も、 それ は間接 的 な形 態 に

な るにす ぎないが 、少 な くとも、両 者 の相 対的分 離 に よって通貨 の安 定 を促 そ う とす る

萌 芽 的 な試み として評価 し うるで あ ろ う。 こ う した、 イ ング ラン ド銀行 に よる直接 的 な

公債 引受 を停 止 し、 多数 の銀行 家 の参加 に よる市場 取 引の チ ャン ネル を設 け る とい うこ
の

の計画は、 リカー ドの国立銀行設立案やの ちのイングラン ド銀行の発行部 と銀行部への

分離 と比較す ると興味深い。

彼の通貨改革案の もう一つの柱は、金属通貨が通貨流通に占める割合 を高めることで

ある。マ シェッ トは、純粋 な金属流通では通貨価値の変動はあ りえず、その状態に近け

れば近 いほ ど通貨の価値は堅実で不変であ り、紙幣流通の拡張 と収縮が もたらす破壊的

な帰結か ら解放 され るであろうとい う1810年 の時点 と同 じ見方 を堅持 している。 この見
(22)

地か ら、20ポ ン ド以下の銀行券 を金属通貨に置 き換 えることを提案 している。 また、政

府の小額銀行券の廃止案に言及 し、1、2ポ ン ドの地方銀行券 を廃止 して金で置 き換え

るだけでは不十分 で、イングラン ド銀行 による過剰発行 を防 ぐことはできない と批判的
(23)

な姿勢 を見せている。小額銀行券の廃止は地方銀行の破綻による大衆(と くに下層階級)

への被害を減 じるものの、社会の全階級に影響 を与える過剰発行 に比べ るとその弊害は

小 さいというのである。 なお、小額銀行券 についてはそれに代えて銀貨 を使用す ること
(24)

を主張 してい る。 また、地方銀行の支払準備 として政府証券 などを一定の割合(3分 の

2)以 上保有 させ る規制につ いも否定的で、む しろ、紙券通貨 を減少させ てその割合 を
(25)

全通 貨 流通 の3分 の1に 抑 え、残 りの3分 の2を 金 にすべ きであ る と主 張 して い る。

マ シェ ッ トの 議論 の 中 で興 味 を惹 くの は、 「通 貨の 基礎(thebasisofthecurrency)」

であ る イン グ ラン ド銀行 券 の流通 量 の変化 が それ よ りもは るか に大 きい割 合 で地 方銀行
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券の流通に変化 をもた らす こ と、すなわち地方銀行券の流通に乗数的 な効果 をもつ こと、

そ してこの地方流通の変動が価格 などに大 きな影響 を及ぼす ことを重視 している点 であ
(26)

る。 もう一つは、 この過程 で利子率 の変動が及ぼす作用 を積極的に認めてい る点であ り、

これは1810年 の主張か ら大 きく変化 している。 これについては、同行 に よる政府貸付や

公債購入が、利子率 の低下 を通 じて国債価格の不 自然 な上昇 をもた らし、あ らゆ る有価

証券へ の投機 を促す こと、 さらに、利子率の操作が金準備の確保 とその負担か ら免れ よ

うとす る同行の利益 の追求 に基づ いて行 われ るこ とを指摘 している点に表れてい る。 こ

の利子率の操作はイングラン ド銀行 による 「通貨の独 占」 と密接に結びついた権 力の行
⑫の

使 と考 えられている。

この ように、マシェッ トは、通貨量の急激な変動 の原因を、イングラン ド銀行 の独 占

的地位 とくに国家財政 との結合 と、それ と密接 に結びついた通貨流通に 占め る銀行券 の

比重の増大に求めてお り、 これに手 を付 けずには問題は解決 されない と見 なしている。

ここで、金属流通の比重の増大それ 自体 が、同行の独 占的地位 を奪 い取 ることになると

考 えられている。他 方、彼 は、こ うしたイングラン ド銀行の独 占的地位の剥奪 と金属流

通 の拡大 を前提 とした上で、銀行業には 自由な取引 を認め るべ きであると考 えている。

この観点か ら、ス コッ トラン ドの銀行制度 について一定の評価 を し、 とくに株式銀行 に
(28)

対す る制限の撤廃 を支持 してい る。 また、地方銀行 の流通 をロン ドンの65マ イル以 内に

おいて も認め るべ きだ としてい る。ただし、 イングラン ド銀行の独 占的地位の廃止 と金

属流通 の比重の増大 とをあ くまで優先 させ てい ることを指摘 しておかねばな らない。 そ

のこ とは、た とえば、株式銀行 の導入に関連 して、それが支払い不能か ら銀行券保有者

を守 るとい う利点 をもつ ことを認めつつ も、「現在 イングラン ドで感 じられている大 きな

困難は、地方銀行家の不信用 と破産か らきてい るが、 その源泉は通貨量 をきわめて過度
(29)

に付け加 える権 力にある」 と述べていることか らもわか る。 また、紙券通貨に大 きく依

存す るスコッ トラン ドの通貨制度 を完全 な もの と見な しているわけでもない。同国では

銀行の破産によって銀行券保有者が受け る苦痛 と損失が免れているが、通貨量の変動、

投機 と過剰取引、公信用の阻害、雇用や交易の停滞などはイングラン ドと同様に発生 し

ているのであ り、両国民が被 っている最大の苦痛は、停滞局面 で信用 と資本の破壊に よ

って生 じる雇用の欠乏であ るとい うのである。

以上 の論点の うち、銀行業におけ る独 占の廃止 と自由競争の導入の主張 を見 る限 りで

は、マ シェッ トをフ リーバ ンキング論者に含めることがで きると考 えられ る。 とくに、

12章 の最後のパ ラグラフを読む限 り、 その主張は急進的なフ リーバ ンキング論者 である

パーネルの見解 と相違がほ とん どないかのように思われ る。実際、 ホワイ トは、マ シェ
　

ッ トをパ ー ネル の先駆 者 と見 な して い る。 この箇所 で、マ シェ ッ トは次 の よ うに述べ て

い る。 「銀 行 の独 占が 失効 し、貨幣 の 取 引が完 全 に 自由 であ る と、 よ りよい状 態が生 じ、
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公衆に とってまった く安全 な形で、 よ り多 くの紙幣 とより少ない硬貨が用いられ るか も

しれない。 とい うのは、銀行業へ投下 された資本の競争が、公衆 と資本家に有益である

と同様に、着実で一様な結果 を生み出さないわけがないか らである。資本の競争は現行

利子率における変動か らわれわれを守 るであろう。流通 はつねに満たされているであろ

う。 しか しそれは決 して過剰 ではないであろう。過剰 を試みるとそれを試みたイングラ

ン ド銀行 に直ちに戻 って くるであろう。流通 を他の国におけ る貨幣価値の水準に維持す

ることがあらゆる銀行家の利益 となるので、いかなる欠陥もないであろう。 あたか も通

貨全体が金属であるかの ような、同 じような結果が もたらされ るであろう。価格 は不変

となろう。資本が現在の暴力的な価値 の変動から解放 されるであろ う。労働 の賃金は同

一 となろう
。 そして快適 と富裕か ら貧乏 と欠乏へのいかなる変化 もないであろ う。社会

の道徳的な気風は改善 され るであろう。賭博、一般的な投機、そ して過剰交易の精神 に
(3D

歯 止め がか か るであ ろ う」。

しか し、 マ シェ ッ トとパー ネル とでは、 い くつか の重大 な違 いが存在 してい るこ とも

指 摘 され ねば な らない。一 つ は、貨幣 の定 義、 と くに銀行 券 の位 置づ け につ いて であ る。

パー ネ ルに とって は、銀行 券 は貨幣 の うちに含 まれ、金属 通貨 と同列 に扱 われ るべ き も

の であ り、 また、 党換銀行 券 のみ な らず為 替 手形や約 束 手形 を も紙 幣(papermoney)
な　ラ

に含めるべ きなのであ る。 また、これに関連 して、信用についての評価 も異なっている

点 も挙げなければならない。パーネルは、正貨交換制度の下で、複数銀行 による発券制

度が過剰発行 を抑制す る自律的な調整機能が機能するとしなが らも、「生産的な勤労 と国

の富」の増大に貢献す る安価で豊富な紙幣 と信用 を肯定的に見ていた。 それは、「取引の

主要な基礎は信用 である。そ して紙幣の必然的 な効果は商業信用の拡張 を促す ことであ

るので、紙幣の流通がよ り広 く拡大 させ られればさせ られるほど、取引の業務 は増加す
(33)

るし、生産的な勤労 と国の富は増大するであろう」 と述べていることか らもわかる。そ

して、「紙幣 を採用す る政策に対する非常 に広が った不信 と、金属通貨の流通の割合 を高

め ることに対する熱望」が存在す ることを指摘 し、 こうした傾向は 「紙幣が勤勉 と交易

にもたらす価値 ある助けを大 いに公衆から奪 うこ とになろう」、そ して「紙券への新たな

制限や金属貨幣の高い比率 を守ろうと努め ることによって……ぶかっこうな制度 を取 り
(34)

繕 うべ きではない」 と述べている。

これに対 して、すでに見て きた とお りマ シェッ トに とって、貨幣 とは金属通貨のみで

あ り、銀行券は債務 を表示する証書にす ぎず、そこには大 きな隔た りが存在す る。そし

て、純粋金属流通 を理想的な通貨制度 と見なしてお り、通貨流通に占め る金属通貨の割

合 を高めることこそ、当面の通貨問題の解決 をもたらす ものであった。 この立場 に立つ

か ぎり、銀行券発行の 自由に基づ く銀行業におけ るフ リー トレー ドは、 どちらか とい っ

と将来の問題であ り、 さしあたっては従属的 な意義 をもつこ とになる。 また、信用の拡
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大に対す る懐疑は、間接的にではあるが紙券通貨(papercurrency)に 対す る否定的な

見方に表れている。紙券通貨に 「それがない場合 に比べて より多 くの富が創造され政府
㈲

歳入が徴収 される とい う、一種の魔術的な力」があるという考えを批判 しているのであ

る。彼は、紙券通貨の真に有用 な制度 とは、金属資本の一部 を他の生産的な目的に当て

るものであ り、それが政府の 目的であると述べながらも、次の ように付け加えている。

「もし資本のその部分 が
、それが何 であれ、破壊的な投機 と過剰交易 をもた らさずに節約

され うるならば、それは有益 であろ う。 しか し、 もしそれが、紙幣で置 き換えることに

よって、制度の本性が もたらす よ りも多 くの資本 を節約 しようと試み られ、その試みに

よって社会 をもっ とひどい損失に さらすことになるならば、その制度には不適当な もの
⑬の

があ ることがわか る」。

このように、マ シェッ トに とってフ リーバンキングとは、信用の拡大 を目的 とするも

のではな く、あ くまで純粋 な金属流通の下で達成され るような安定 した通貨価値の実現

のためにあるのであって、 ここにパーネルとマ シェッ トのフ リーバ ンキングの内容 およ

び力点の置き方の相違 を見いだす ことができる。マシェ ッ トに とって、純粋な金属 流通

とフ リーバ ンキングとは価値 の安定 した通貨 とい う理想状態が実現 され る中で結びつ く

ものであった。

注

(1)地 金 報 告 、 お よ び 地 金 委 員 会 や 論 争 の 経 緯 に つ い て は 、 田 中 生 夫 編 訳 『イ ン フ レー シ ョ ン

の 古 典 理 論 』 未 来 社 、1961年 を参 照 の こ と。

(2)1823年2月3日 の 会 合 で 、「現 在 の 国 の 状 況 下 で 、議 会 が 金 と銀 の 両 方 を法 貨 とす る 法 案 を

通 過 させ る こ とか ら 、 ど の程 度 の 影 響 が 生 じ る か?」 とい う問 題 を提 起 し て い る。1826年

1月9日 に は 、「イ ン グ ラ ン ドは 紙 券 通 貨 の 利 用 に よ っ て 何 らか の 利 益 を受 け た か?」 、1827

年5月7日 に は 、 「造 幣 局 が 、1オ ン ス 当 た り5シ リ ン グ2ペ ン ス で 、40シ リ ン グ を 上 限 と

す る 法 貨 と し て 銀 の 鋳 造 を 始 め る こ とに よ っ て 、 公 衆 に ど ん な不 便 が 一 般 的 に 生 じ る だ ろ

うか?」 「銀 を 法 貨 と し、金 を慣 習 的 な 貨 幣 とす る フ ラ ン ス の 通 貨 原 則 は 、 イ ン グ ラ ン ドに

と っ て 金 を 唯 一 の 法 貨 と定 め て い る 現 状 よ り も 改 善 さ れ た 通 貨 制 度 で あ ろ う か?」 、 そ し

て 、同 年 の6月4日 に は 、「自 由 貿 易 制 度 の も と で 、穀 物 の 輸 入 は 金 の 輸 出 と価 格 の 下 落 を

どの 程 度 ひ き お こ す だ ろ うか?」 に つ い て そ れ ぞ れ 提 起 し て い る。

(3)Mushet,Robert,AnInquiry/intotheEffectsproducedontheNationalCuYyencyand

RatesofExchange,bytheBankRestrictionBill;ExplainingtheCauseoftheHigh

PriceofBullion;WithPlansfoyMaintainingtheNationalCoinsinaStateof

UniformityandPerfection,1810.第2版 は 、 リカ ー ドの 指 摘 を受 け 入 れ て為 替 の 平 価 に

つ い て 訂 正 が な さ れ 、 地 方 銀 行 に つ い て の 見 解 な どが 付 け 加 え ら れ て い る。 ま た 、 グ レ ン

フ ェ ル(Grenfell,John,1761-1838)が 『モ ー ニ ン グ ・ク ロ ニ ク ル で 発 表 さ れ た 見 解 に 対

す る銀 行 券 の 擁 護 』(Defenceofβ αη々 Notesagainstthe(}pinionswhichhavebeen

publishedintheMorningChronicle,Cobbett'sRegister,andarecentPamphlet

EntitledTheHighPriceofBullion:AProofoftheDepreciationofBankNotes,

withObservationsontheBalance(ゾTrade,andtheCourseofExchange,1810)に
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お い て 彼 の 為 替 レー トの 表 に つ い て 加 え た 批 判 へ の 回 答 が 付 け 加 え られ て い る。 翌 年 に は

第3版 が 出 版 さ れ 、 新 し い デ ー タが 追 加 され る と と もに 、 ボ ウ ズ ン キ トのP実 際 的 考 察 』

や リ カー ドに よ る 『ボ ウ ズ ン キ ト氏 へ の 回 答 』 に つ い て 言 及 が な さ れ て い る 。 こ の 論 考 で

は 第3版 を 用 い た 。 な お 、 グ レ ン フ ェ ル は 著 名 な 実 業 家 で 、 下 院 議 員 を務 め た 。 奴 隷 制 撤
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